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序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文

　トルコ共和国（以下、トルコと略す）は国際的な海上交通の要衝に位置し、海運が国の重要な

産業であるところから、海運振興と船舶安全航行を実現する海事教育の充実を緊急課題としてい

る。

　このため同国政府は、船員教育を実施しているイスタンブール工科大学海事学部及び同学部に

併設の海事安全訓練センターの充実を図りたいとして、我が国にプロジェクト方式技術協力を要

請してきた。

　これを受けて国際協力事業団は、要請の背景・内容、プロジェクトの妥当性等を確認して協力

の可能性を調査するため、平成10年４月10～24日まで、国際協力事業団社会開発協力部社会開発

協力第二課・高井正夫課長を団長とする事前調査団を現地に派遣した。同調査団は各界にわたる

プロジェクト関係者と協議を重ねるとともに、ＰＣＭワークショップを開催してトルコの海事セ

クターが抱える問題点を明らかにしたほか、プロジェクト形成に必要な資料多数の収集に努め

た。

　本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたもので、今後プロジェクトの展開にあ

たって、広く活用されることを願うものである。

　ここに、本調査にご協力いただいた外務省、運輸省、在トルコ日本大使館など、内外関係各機

関の方々に深く謝意を表するとともに、今後も一層のご支援を賜るよう、お願い申し上げる次第

である。

平成10年５月
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１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣１．事前調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的

　トルコは、地中海、マルマラ海及び黒海に面し、かつ黒海と地中海をつなぐボスポラス海峡を

有しており、海運は同国の重要な産業になっている。また、中央アジア諸国からの石油輸出をパ

イプライン経由後、黒海から海路で輸送する計画等があり、今後、同海域の海上交通は激増する

と見込まれている。このため船舶の安全航行の確保の重要性は更に増していくと予想される。船

舶事故の多くは人的原因によるものであり、これらの事故は悪化の一途をたどる海洋環境汚染の

大きな原因の１つにもなっている。

　現在、トルコ人船員数は約７万名（オフィサー１万2,500名、部員５万7,500名）であるが、そ

の82％を占める部員のほとんどが十分な海事教育を受けておらず、同国にとって海運振興と船舶

安全航行を実現する海事教育の充実は緊急の課題となっている。

　このような背景の下、トルコは船員教育を実施しているイスタンブール工科大学海事学部

（ＩＴＵＭＦ)・海事安全訓練センター（ＭＳＴＣ）に対するプロジェクト方式技術協力を我が

国に要請してきた。

　これを受けてＪＩＣＡは、本事前調査団を派遣することとしたが、トルコ側の要請書のみでは

トルコ海運の現状、プロジェクトと国家開発計画との関連、実施体制、プロジェクトの目標・活

動内容等の情報が不明であったため、事前に質問書を作成し、ＪＩＣＡ事務所を通じて回答を求

めていた。しかしながら、それに対してはカントリーレポートの送付を受けたのみで、明確な情

報は得られなかった。かつ、調査に先立ちＩＴＵＭＦに派遣されていた個別専門家の帰国報告を

受けたところ、本プロジェクトはプロジェクト方式技術協力実施の前提ともなるべき「専門家活

動及び機材設置場所の確保」「カウンターパート（Ｃ／Ｐ）の配置」「ローカルコストの確保」

等が整っているとはいいがたい状況とのことであった。したがって、本調査団は内容的には基礎

調査団レベルの情報収集を行うとともに、可能な限り事前調査レベルの調査を行うこととし、ト

ルコ海運状況の調査を行うとともに、トルコ側とプロジェクト方式技術協力の内容について協議

を行い、プロジェクト方式技術協力実施可能性については改めて調査結果を受けて検討すること

とした。

１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成

団長・総括 高井　正夫 ＪＩＣＡ社会開発協力部社会開発協力第二課長

船員教育（機関） 尾関　紀彦 運輸省海技大学校機関課教授

船員教育（航海） 渡邊　兼人 運輸省航海訓練所研究調査部研究第一課助教授

海運・船員行政 古田　真敏 運輸省運輸政策局国際業務第二課



－2－

参加型計画 井田　光泰 ＩＣネット

協力企画 中島　啓祐 ＪＩＣＡ社会開発協力部社会開発協力第二課職員

１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程

１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者

(１) トルコ側

１) Guven ERKAYA 首相補佐官、国際海事機関（ＩＭＯ）代表部ト

ルコ大使

月日 行程 内容

1 4/10 金 11：25　成田発（NH205)→
16：40　パリ着 移動

2 11 土

10：40　パリ発（OS414)→
12：50　ウィーン着
13：55　ウィーン発（TK1890)→
17：35　アンカラ着

 〃

3 12 日 アンカラ ＪＩＣＡ事務所との打合せ
団内打合せ

4 13 月 　 〃
関係機関表敬（海事庁、国家企画
庁、ＵＮＤＰトルコ事務所）
ＪＩＣＡ事務所との打合せ

5 14 火
10：30　アンカラ発（TK119)→
11：30　イスタンブール着
イスタンブール

移動
日程打合せ、プロジェクト・サイ
ト視察

6 15 水 イスタンブール ワークショップ

7 16 木 　　　〃 　　　〃

8 17 金 　　　〃 　　　〃

9 18 土 　　　〃 商船会社等関係機関訪問

10 19 日 　　　〃 
政府海事機関、商船会社等訪問
ボスポラス海峡、海峡管制セン
ター訪問

11 20 月 　　　〃 分野別協議、ミニッツ協議

12 21 火 　　　〃 ミニッツ協議・署名・交換

13 22 水 10：00　イスタンブール発（TK116)→
11：00　アンカラ着

移動
日本大使館報告、ＪＩＣＡ事務所
報告

14 23 木

12：00　アンカラ発（TK121)→
13：00　イスタンブール着
15：20　イスタンブール発（AF1591)→
18：00　パリ着
20：00　パリ発（NH206)→

移動

15 24 金 14：25　成田着  〃
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２) 国家企画庁

　 Halk SUREL 日本担当課長

３) 海事庁

Capt.Mehmet HATIP 海運局長

Ismail ASASAGLU Head of Ship Survey Council, Directory of

District Istanbul　　

Mr.Nuzhet BILGIN Ship Surveyor, Directory of District

Istanbul

４) イスタンブール工科大学海事学部

Dr.Osman Kamil SAG 学部長

Dr.Sureyya ONEY 副学部長

Dr.Ahmet BAYULKEN 副学部長

Dr.Sezer ILGIN 海事法・貿易・経済科主任

Dr.Demir SINDEL 航海科準教授

Capt.Teoman AKIN 操船科主任

Capt.Nusret BELIRDI ARPA/Radar Lab主任

Capt.Ozkan POYRAZ GMDSS Lab主任

Chief Engineer Cengiz DENIZ 機関科研究助手

Capt.B Sitki USTAOGLU 航海科研究助手

山本　恒 客員教授

５) 海運会社

Nevzat BILICAN Turkish Cargo Lines社長

Hucum TULGAR General Manager, Coastal Safety and Saluage

Administrations

(２) 日本側

１) 在トルコ日本大使館

細井　俊宏 一等書記官

河南　正幸 二等書記官

２) ＪＩＣＡトルコ事務所

米林　達雄 所長

大竹　茂 所員

Ms.Akgun OZCAN Japan International Cooperation Agency Turkey

Officev
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２．要約２．要約２．要約２．要約２．要約

　本事前調査団は、トルコ海運状況の調査を行うととともに、トルコ側とプロジェクト方式技術

協力の内容を協議し、プロジェクト実施の可能性について検討することを目的として1998年４月

11～23日までの期間トルコを訪問した。

　調査団は、トルコ側管轄官庁、実施機関及び海運会社等を訪問し、トルコ海運状況についての

多くの資料を入手するとともに、同国における本セクターへのプロジェクト方式技術協力のニー

ズ並びにトルコ側の意欲の高さを確認した。また、実施機関となるＩＴＵＭＦについてはプロ

ジェクト方式技術協力を受け入れる体制も十分に整っていることから、今後協力内容の詳細検討

を行い、早期実施に向け双方が努力する方向で合意し、４月21日にミニッツ（付属資料１）の署

名を取り交わした。

(１) 管轄官庁との協議

１) 海事庁（ＵＭＡ)（面談者：HATIP海運局長）

　ＵＭＡは海運部門の独立機関でトルコにおける海運部門の重要性にかんがみ、近く

海運省として首相府から離れ昇格する計画もあり、陸運・港湾を管轄する運輸省と並

び注目される機関である。HATIP海運局長は「ＩＴＵＭＦはＵＭＡの委託等により一般

船員の安全訓練を実施しているのみでなく、船員資格の試験・認定を行う国の唯一の

機関であり、日本政府が本協力を実現することは喜ばしい」と述べた。ＵＭＡはプロ

ジェクト方式技術協力実施上の上級官庁ともいえる立場にあることから、今後の支援

を求めるとともに今回ＩＴＵＭＦと交わされるミニッツについてのウイットネスサイ

ンを要請した。同局長はこれを受けて、４月21日にイスタンブールで行われるミニッ

ツ署名に参加することになった。

２) 国家企画庁（ＳＰＯ)（面談者：SUREL日本担当課長）

　調査団から本プロジェクトの政策的位置づけの確認を求めたところ、海運振興は当

国の重要開発目標であることから、海事関係訓練はトッププライオリティーであると

の回答があった。ただし大学の上級組織は行政上は大学審議会（Higher Education

Council）であるが、大学は独立性が強く、過去においてＩＴＵＭＦでの各種協力事業

は大学とＳＰＯとの間で協議・実施されてきたとのことであった。調査団は今回、時

間的に大学審議会関係者と面会することが困難なので、ＩＴＵＭＦからミニッツを

審議会に説明するとともに、ＪＩＣＡ事務所よりも同審議会関係者にしかるべく説明

するよう依頼することとした。
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３) その他

　今回の協議の直接の関係者ではないが、ＩＴＵＭＦのSAG学部長のアレンジでERKAYA

首相補佐官兼ＩＭＯ代表部トルコ大使（元海軍総司令官で海事関係では閣僚以上の権

限を有する）と協議した。代表部事務所はイスタンブールにあり、外務省の分室とし

ても機能している。ERKAYA大使は、ボスポラス海峡をめぐる政策的な「特別プロジェ

クト」を担当している立場から、本協力を通じて日本の高度な海峡航行システムをぜ

ひ参考にしたいと首相府としての期待を表明した。

(２)ＩＴＵＭＦとの協議

　当プロジェクト要請については、技術協力要請内容が不明確であるのに、機材要請が

詳細かつ高額であり、加えて個別専門家の報告もあったことから、本邦の検討会ではプ

ロジェクト方式技術協力実施に疑問がもたれていた。しかしながら今回の調査では、SAG

学部長を中心に主要教官全員が１週間の協議を常にサポートするなど、先方の熱意は十

分なものがあり、かつ実施体制・ニーズの高さも確認されたことから、今後協力内容の

詳細検討を行い、早期実施に向けて双方が努力するという方向で合意した。

　ＩＴＵＭＦは、イスタンブール郊外ツヅラ地区約６万7,000平方メートルの敷地に45の

建物を有し、その総面積は１万2,500平方メートルになる。教官数は約80名で、高校卒業

者を対象にした航海科と機関科が開設されており、定員は１学年150名（航海100名、機

関50名)。また、実務者を対象に再訓練を行うＭＳＴＣと、船員資格に係る試験の実施、

資格の付与を行う船員試験センター（ＳＥＣ）が併設されている。

　プロジェクト実施を想定した場合、専門家の執務室及び機材の設置場所等は確保され

ており、Ｃ／Ｐについても最低１専門家につき１名が配置される旨、学部長から説明さ

れた。

(３) ワークショップ

　調査団はＩＴＵＭＦで３日間のワークショップを開催し、参加者分析、問題分析、目

的分析、プロジェクトの選択を行った。プロジェクトの上位目標は人為的ミスによる事

故が減少すること及びトルコ商船による事故が減少することであり、そのためにＩＴＵＭＦ

の学部教育の向上と、ＭＳＴＣで実施される訓練コースの向上をプロジェクト目標とす

ることに、双方が合意した。プロジェクトの詳細活動計画については、次回調査の課題

にすることとした。
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(４) 協力計画概要

　ＩＴＵＭＦ側との協議で、要旨以下を合意した。

１) プロジェクト名

　トルコ海事教育・訓練改善プロジェクト（The Project on the Improvement of

the Merchant Maritime Training and Educational Capacities in Turkey）

２) 投入

　協力期間は５年間を予定し、日本側の投入としては４名程度の長期専門家（航海、

機関、船舶信号（ＶＴＳ)、調整員；リーダーは専門分野を兼務）の派遣と、年間２～

３名程度のＣ／Ｐ研修の受入れを行い、操船シミュレータを中心とした機材を供与す

る。詳細は1998年度中に実施する長期調査で検討する。

(５) その他関連機関との協議

１) ＵＮＤＰトルコ事務所では、｢ＵＮＤＰがＩＴＵＭＦに対し1996年まで施設整備やカ

リキュラム改善のための技術指導を行い、成功プロジェクトとして評価されている」と

の説明があった。さらに「ＵＮＤＰが行う援助は、最近では環境・貧困対策等の社会開

発分野に重点が置かれているが、ＩＴＵＭＦが地域を対象とした教育・訓練機関として

の機能を発揮する方向性があれば、ＵＮＤＰは資金以外の部分で支援できる可能性があ

る」との示唆もあった。

２)　ＩＴＵＭＦが実施している海事安全訓練コースには、民間の船会社、政府関係機関

それぞれから船員を訓練に参加させている。これらの参加機関のなかから国営海運３社

（各社の概要等は「表14　トルコの海運会社１～３」を参照）を選び、それぞれの責

任者と協議した。海運関係事業はいずれも国有企業が大きなシェアを占めていたが、構

造調整と民営化によって縮小傾向にあること、一方、ボスポラス海峡を中心とした安全

管理は逆に国家プロジェクトとして強化されているとの話があった。これら海運会社は

いずれも数百名を上回る船員を有しており、ＩＴＵＭＦが実施している訓練コースへの

参加ニーズは国営海運会社の船員だけでも相当数あるとの印象を受けた。

　

(６) 総括（今後の対処方針）

　協議は終始極めて熱心に行われ、トルコ側の意欲をうかがわせるものであった。

ＩＴＵＭＦは新興学部としては良く運営されており、国からの予算に限界はあるものの、

業界の支援と期待は強い。トルコ政府が当学部も参加させたボスポラス海峡中心の安全

航行対策を重視していることからも、プロジェクト方式技術協力による支援は妥当と考

えられる。
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　トルコ側は、日進月歩の海運技術の発展と今後のＳＴＣＷ（船員の訓練及び資格証明　トルコ側は、日進月歩の海運技術の発展と今後のＳＴＣＷ（船員の訓練及び資格証明

並びに当直基準に関する国際条約）改正スタンダードの進行計画のなかで学部の教育課並びに当直基準に関する国際条約）改正スタンダードの進行計画のなかで学部の教育課

程と新規開設予定の船員再訓練コースをどう運営するかに不安をもっている。さらに現程と新規開設予定の船員再訓練コースをどう運営するかに不安をもっている。さらに現

在、研究コース（大学院）を準備し始めているので、これらに対する日本人専門家の指在、研究コース（大学院）を準備し始めているので、これらに対する日本人専門家の指

導・助言を求めているものの、技術協力要請の詳細については明確に説明し得なかった。導・助言を求めているものの、技術協力要請の詳細については明確に説明し得なかった。

　今次調査は事前調査ではあるが、要請内容が不明であり、かつ情報がほとんどなかっ　今次調査は事前調査ではあるが、要請内容が不明であり、かつ情報がほとんどなかっ

たことにより、まず先方の意欲とニーズの確認を優先させた。この結果、収集した資料たことにより、まず先方の意欲とニーズの確認を優先させた。この結果、収集した資料

を十分に検討し、要請された協力分野を論証する余裕がなかった。このため、を十分に検討し、要請された協力分野を論証する余裕がなかった。このため、19981998年年

度中にも短期調査を行い、①ＩＴＵＭＦのカリキュラム改善の計画、②今後予定され度中にも短期調査を行い、①ＩＴＵＭＦのカリキュラム改善の計画、②今後予定され

るるＳＴＣＷスタンダードに見合ったＭＳＴＣのコース開設計画、③必要な機材の確定とＳＴＣＷスタンダードに見合ったＭＳＴＣのコース開設計画、③必要な機材の確定と

優先順位づけ及び先方の設置計画を確定する必要がある。優先順位づけ及び先方の設置計画を確定する必要がある。

　また、ＩＴＵＭＦの活動が、国の政策で当初から国内研修や第三国研修を視野に入れ　また、ＩＴＵＭＦの活動が、国の政策で当初から国内研修や第三国研修を視野に入れ

て実施されてきたことから、日本の協力の方向もプロジェクト方式技術協力の前半に機て実施されてきたことから、日本の協力の方向もプロジェクト方式技術協力の前半に機

材など日本側インプットを集中的に行い、後半にはＪＩＣＡの「第二国研修」「第三国材など日本側インプットを集中的に行い、後半にはＪＩＣＡの「第二国研修」「第三国

研修」とを併せて行うよう検討する方が効果的であると思われる。研修」とを併せて行うよう検討する方が効果的であると思われる。

　なお、トルコ側はかつて個別専門家の対応に苦慮した経験から、長期専門家について　なお、トルコ側はかつて個別専門家の対応に苦慮した経験から、長期専門家について

キャプテンレベルではなキャプテンレベルではなく、日本の大学く、日本の大学等で等で教師経験教師経験があること、またＩＴＵＭＦでがあること、またＩＴＵＭＦで

しばしば実施する周辺国セミナー等にも十分対応できるような英語力のある人物を求めしばしば実施する周辺国セミナー等にも十分対応できるような英語力のある人物を求め

てきた。学部長からのこの依頼は極めて真摯なものであり、かつＣ／Ｐとして予定されてきた。学部長からのこの依頼は極めて真摯なものであり、かつＣ／Ｐとして予定され

る教官の水準を考えると当然の意見と判断されることから、この点、日本側としても十る教官の水準を考えると当然の意見と判断されることから、この点、日本側としても十

分に配慮すべきであろう。分に配慮すべきであろう。
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３３３３．．．．要要要要請請請請のののの背背背背景景景景３３３３．．．．要要要要請請請請のののの背背背背景景景景

３３３３－－－－１１１１　　　　現現現現行行行行国国国国家家家家開開開開発発発発計計計計画画画画ににににおおおおけけけけるるるる本本本本セセセセククククタタタターーーーのののの位位位位置置置置づづづづけけけけ３３３３－－－－１１１１　　　　現現現現行行行行国国国国家家家家開開開開発発発発計計計計画画画画ににににおおおおけけけけるるるる本本本本セセセセククククタタタターーーーのののの位位位位置置置置づづづづけけけけ

３－１－１　現行国家開発計画の目標と課題３－１－１　現行国家開発計画の目標と課題

((１１)) 目標目標

　　現在第７次５か年開発計画（現在第７次５か年開発計画（19961996～～20002000年）が実施されており、グローバリゼーショ年）が実施されており、グローバリゼーショ

ンによるメリットを最大限に生かすことによって現代国際社会の潮流に乗り、トルコをンによるメリットを最大限に生かすことによって現代国際社会の潮流に乗り、トルコを

開発途上国から開発国に引き上げることを主要な課題とし、次のような目標を掲げてい開発途上国から開発国に引き上げることを主要な課題とし、次のような目標を掲げてい

る。る。

　　第７次５か年計画の中心テーマは現行諸制度の改革であり、従来の開発計画の形式（成第７次５か年計画の中心テーマは現行諸制度の改革であり、従来の開発計画の形式（成

長目標を設定し、実現に向けた優先プロジェクトを列挙し、開発資金量を推定するとい長目標を設定し、実現に向けた優先プロジェクトを列挙し、開発資金量を推定するとい

う形式）のような目標追求型のアプローチではなく、構造改革を中心としたアプローチう形式）のような目標追求型のアプローチではなく、構造改革を中心としたアプローチ

を採用していることに最大の特色がある。を採用していることに最大の特色がある。

①自由で民主的な社会の実現①自由で民主的な社会の実現

②個人の尊厳の重視②個人の尊厳の重視

③持続可能な開発の実現③持続可能な開発の実現

④生活水準の向上と所得配分の改善④生活水準の向上と所得配分の改善

⑤生産性の高い雇用の実現⑤生産性の高い雇用の実現

⑥工業化の促進⑥工業化の促進

⑦技術の向上と革新⑦技術の向上と革新

⑧教育水準の向上⑧教育水準の向上

⑨文化水準の向上⑨文化水準の向上

⑩社会保障制度の拡充とベーシック・ヒューマンニーズの充足⑩社会保障制度の拡充とベーシック・ヒューマンニーズの充足

⑪環境の回復と保全⑪環境の回復と保全

((２２)) 課題課題

　特に重視する点として、欧州連合（ＥＵ）との関税同盟によるメリットを最大限に享　特に重視する点として、欧州連合（ＥＵ）との関税同盟によるメリットを最大限に享

受できるよう、現行の法制度及び行政制度を見直し、構造改革を推進し、国際競争に適受できるよう、現行の法制度及び行政制度を見直し、構造改革を推進し、国際競争に適

合した市場環境を整備することがあげられている。また、国際的な工業化を担う人材を合した市場環境を整備することがあげられている。また、国際的な工業化を担う人材を

育成し、最新の技術の導入と開発を促進し、民間活力を最大限に生かせるよう、国家に育成し、最新の技術の導入と開発を促進し、民間活力を最大限に生かせるよう、国家に

よる市場介入を最小限に抑える努力をうたっている。よる市場介入を最小限に抑える努力をうたっている。

　　主要な構造改革分野として、①人的資源開発、②産業開発と国際化、③経済効率向上主要な構造改革分野として、①人的資源開発、②産業開発と国際化、③経済効率向上

のための構造調整、④地域間不均衡の是正、⑤環境の回復と保全、の５分野があげられのための構造調整、④地域間不均衡の是正、⑤環境の回復と保全、の５分野があげられ
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ており、合計ており、合計2020の構造改革項目が列挙されている。の構造改革項目が列挙されている。

３－１－２　本セクターの位置づけ３－１－２　本セクターの位置づけ

　現行国家開発計画において本セクターの記述はないものの、前記課題のうち、①人的資源開　現行国家開発計画において本セクターの記述はないものの、前記課題のうち、①人的資源開

発、②産業開発と国際化、③経済効率向上のための構造調整、⑤環境の回復と保全、との関連発、②産業開発と国際化、③経済効率向上のための構造調整、⑤環境の回復と保全、との関連

は深いと思われる。は深いと思われる。

①人的資源開発：教育を改善し、職業教育を充実させることによって労働者の質的向上を①人的資源開発：教育を改善し、職業教育を充実させることによって労働者の質的向上を

めざしており、同国において重要な海運業界においても、人材養成は緊急の課題となっめざしており、同国において重要な海運業界においても、人材養成は緊急の課題となっ

ている。ている。

②産業開発と国際化、③経済効率向上のための構造調整：②において産業分野のなかでは②産業開発と国際化、③経済効率向上のための構造調整：②において産業分野のなかでは

特に工業部門の成長を重視し、ＥＵとの関税同盟によるメリットを最大限に享受できる特に工業部門の成長を重視し、ＥＵとの関税同盟によるメリットを最大限に享受できる

ようになることをめざしている。そのためには交通網、特に海運網の充実が不可欠であようになることをめざしている。そのためには交通網、特に海運網の充実が不可欠であ

る。また、③では特に黒海沿岸諸国との関係強化に役立つ交通システムの確立をめざしる。また、③では特に黒海沿岸諸国との関係強化に役立つ交通システムの確立をめざし

ている。ている。

⑤環境の回復と保全：近年特に問題となっている黒海等周辺海域の環境汚染の原因として⑤環境の回復と保全：近年特に問題となっている黒海等周辺海域の環境汚染の原因として

は汚水処理施設の未整備に加え船舶事故等があげられる。例えば、は汚水処理施設の未整備に加え船舶事故等があげられる。例えば、19941994年にボスポラス年にボスポラス

海峡で人為的ミスにより生じた大型タンカー同士の衝突事故では、５万トンの原油流出海峡で人為的ミスにより生じた大型タンカー同士の衝突事故では、５万トンの原油流出

により黒海の環境に多大な被害を及ぼしている。このような船舶事故の多くは人的原因により黒海の環境に多大な被害を及ぼしている。このような船舶事故の多くは人的原因

によるものであることから、船舶の安全航行を実現する海事教育の充実は重要な課題でによるものであることから、船舶の安全航行を実現する海事教育の充実は重要な課題で

ある。ある。

　さらに国家開発計画以外の要因として、黒海経済協力機構（ＢＳＥＣ）との関係がある。本　さらに国家開発計画以外の要因として、黒海経済協力機構（ＢＳＥＣ）との関係がある。本

機構は機構は19921992年６月に発足し、加盟国はトルコ、ロシア、ウクライナ、アルメニア、アゼルバイ年６月に発足し、加盟国はトルコ、ロシア、ウクライナ、アルメニア、アゼルバイ

ジャン、グルジア、モルドヴァ、ルーマニア、ブルガリア、ギリシャ、アルバニアのジャン、グルジア、モルドヴァ、ルーマニア、ブルガリア、ギリシャ、アルバニアの1111か国でか国で

ある。第１回首脳会議はイスタンブールで開催され、黒海周辺での民族紛争は、欧州安保協力ある。第１回首脳会議はイスタンブールで開催され、黒海周辺での民族紛争は、欧州安保協力

会議（ＣＳＣＥ）の原則に基づいて解決することをうたったボスポラス宣言と、黒海地域の通会議（ＣＳＣＥ）の原則に基づいて解決することをうたったボスポラス宣言と、黒海地域の通

信・交通基礎整備、経済活動の活性化をうたった黒海経済協力宣言を発表し、各国ともこれら信・交通基礎整備、経済活動の活性化をうたった黒海経済協力宣言を発表し、各国ともこれら

の推進に努めていることから、本セクターの重要性は高いといえる。の推進に努めていることから、本セクターの重要性は高いといえる。

３３３３－－－－２２２２　　　　トトトトルルルルココココのののの海海海海運運運運政政政政策策策策３３３３－－－－２２２２　　　　トトトトルルルルココココのののの海海海海運運運運政政政政策策策策

　現行国家開発計画にもあるとおり、国家による市場介入を最小限に抑え経済効率の向上を図る　現行国家開発計画にもあるとおり、国家による市場介入を最小限に抑え経済効率の向上を図る

ため、国営企業の民営化が推進されている。国営の海運企業に対し、国からの助成等は一段と厳ため、国営企業の民営化が推進されている。国営の海運企業に対し、国からの助成等は一段と厳

しくなっており、民営化による独立採算性が求められるなど、トルコ海運業は過渡期を迎えていしくなっており、民営化による独立採算性が求められるなど、トルコ海運業は過渡期を迎えてい

る。船舶の近代化を図る海運業界に対しては、造船所への投資に対して優遇税制を行うなどの措る。船舶の近代化を図る海運業界に対しては、造船所への投資に対して優遇税制を行うなどの措
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置をとってはいるが、業界の財源確保問題は依然として大きい。

　また、ＳＰＯ及びＵＭＡによれば、黒海から地中海に至るボスポラス海峡を有するトルコは、

黒海沿岸諸国からの貿易・流通の中継基地として重要な位置を占めており、同地域での経済的立

場の強化という点で海運振興は重要目標であり、船舶の近代化、港湾等の整備を促進中とのこと

であった。加えて、ボスポラス海峡は最小可航幅が300メートルしかない世界有数の船舶交通の

難所であり、海上交通の増加、船舶の大型化に伴い船舶事故も増えており、その大部分は人的要

因によるものであることから、船員の技術水準の向上についても重要目標とのことであった。こ

の海峡の問題については、｢ボスポラス海峡を含めたマルマラ海域の安全輸送のための交通シス

テム及び国際海峡としての海峡の位置づけを検討する特別プロジェクト」が組まれており、大き

な注目を集めている。

　トルコでは、海運分野における諸問題に取り組むため、運輸省やＵＭＡ等にまたがっていた海

事行政を１つにまとめようという意図から、海運省（Ministry of Maritime Affairs）設立

に向けた準備が進められている。

　船員政策としては、改正ＳＴＣＷ条約の批准に基づき、条約に適合した船員資格の整備及び船

員育成に努めている。

３－３　海運・船員関係行政機構３－３　海運・船員関係行政機構３－３　海運・船員関係行政機構３－３　海運・船員関係行政機構３－３　海運・船員関係行政機構

　海運・船員行政を管轄するのはＵＭＡであり、一般的な海運・船員行政から船舶の安全航行管

理まで海に関する幅広い業務を管轄している（組織図は図１のとおり)。また、ＳＴＣＷ条約に

準拠した船員資格を発行する権限も有しており、ＩＴＵＭＦのカリキュラム内容等についての指

導も行っている。また、ＩＴＵＭＦはＵＭＡから海事資格証明及び海技免状の実施機関としての

業務を委託されており、両機関は強い結びつきをもっている（ＩＴＵＭＦは、海技試験等を実施

している唯一の機関)。

　ただし、ＩＴＵＭＦの行政上の上級組織は大学審議会となっており、予算などもこの審議会で

決定されている（文部省は初・中等教育のみ管轄)。

　また、その他の機構として、海運会社及び海事関係の会社の大多数で組織する海運集会所

（Chamber of Shipping）があり、トルコ海運業発展のため政府などに対して提言を行ってい

る。また、同機構はトルコ船員の質の向上のためトルコ船員教育基金（Turkish Maritime Edu-

cation Foundation）を設立し、船員教育機関に対して援助を行っておりＩＴＵＭＦに対しても

種々の援助を行っている。また、毎年、「Turkish Shipping Sector Report」を発表してお

り、海運に関するデータも多数保持している。
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３－４－２　船腹保有状況、海上輸送量等

(１) 船腹量

　トルコ海運の船腹量は1996年現在で662万G/Tであり、この10年間で約２倍に増加して

いる。また、船腹保有数も1985年の802隻から1996年には1,179隻となり、約47％の伸び

を示している（世界の1.4％の船腹)。今後も造船需要の増加が予測されており、船腹量

の増加傾向は2000年まで続くものと思われる。

　内訳は708隻（87万G/T）が自国建造船で、471隻（575万G/T）が輸入船である。また、

60％近くがBulk CarrierでOil Tanker及びDry Cargoが10％強となっており、Ro-Ro Car-

rierがそのあとに続いている。 平均船齢は21.5歳で船舶の老齢化が進んでいることがう

かがえる。

(２) 海上輸送

　トルコの貿易量は年々増加傾向にあり、また海上輸送が80％強を占めている。1997年

には海上総輸送量が、約１億1,000万トンにも及び、初めて１億トンを超えるなど、ここ

10年間で倍増している。主な貿易相手国は、ドイツ、米国、イタリア、ロシアでＥＵ諸

国との貿易量が多い。

　トルコの荷動きを見ると1997年は１億1,264万トンで、その内訳は輸出が3,700万トン

（対前年比96.4％増)、輸入が7,564万トン（対前年比3.8％増）である。

　輸入貨物の内訳は石炭、原油、機械・機器の貿易量が大きな割合を占めている。石炭

は、火力発電用（一般炭）だけでなく鉄鋼を製造する際の原料（原料炭）としても使用

されることから、年々貿易量が増加している。輸出貨物の内訳は鉱石、石油製品、機械・

機器等が大きな割合を占めている。石油製品の輸出は、トルコの同地域における特徴を

示しているものであり、黒海沿岸諸国との関係がより一層深まれば、今後とも増加が見

込まれるものと考えられる。1997年のトルコの輸出量は好調に推移し、前年の約２倍増

となった。ただ、どの品目が伸びたのかは不明で、今後の分析が必要である。

(３) 内航輸送

　三方を海に囲まれているトルコでは、大宗貨物輸送において内航輸送も活発に行われ

ている。内航輸送はここ10年間、2,000万トン前後で推移しており、ほぼ横ばい状態であ

る。内航輸送の約60％は石油製品関連である。

　内航輸送はその特性上大宗貨物の輸送が多数を占めるが、近年はRo-Ro船やコンテナ船

の船腹量も確実に増えてきており、雑貨等の輸送も増える傾向にある。
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３－４－３　船員需要と将来予測　

　現在、トルコ人船員数は約７万名であり、その内訳はオフィサー１万2,500名、船員５万

7,500名となっている。全体の82％を占めている船員は、ほとんどが一般の初等教育を受けて

いるのみで、海事安全・一般海事に関する教育は不十分であると指摘されている。このことか

ら、現職船員の再訓練に対する需要も高くなっている。

　船員の需要については、今回の調査では、今後どれくらい伸びると予想されているのか正確

なデータは入手できなかったが、前述のとおりトルコ商船隊が10年間で２倍に増加し、今後も

その増加傾向が続くと予想されていること、今後中央アジア諸国からの石油輸出ルートとして

パイプライン経由後、黒海から海路で輸送されることになった場合、黒海・ボスポラス海峡・

マルマラ海の海上交通の激増が予想されること等を考慮すれば、今後ともその需要は高いと思

われる。

３－４－４　港湾等施設

　トルコは、国土の三方を海に囲まれ（黒海、マルマラ海、エーゲ海)、総延長約8,300キロ

メートルの海岸線を有している。

　15の主要公共港があり、運輸省管轄の下、トルコ鉄道公社（ＴＣＤＤ)・トルコ海運公社

（ＴＤＩ）が管理運営している。

①ＴＣＤＤが管理運営する港湾

　イスケンデルン、メルシン、ハイデルパシャ、デリンジェ、バンディルマ、サムスン、

イズミール

②ＴＤＩが管理運営する港湾

　イスタンブール、テキルダ、クサダシ、ギレスン、リゼ、ホパ、オルドゥ、アンタリヤ

　地域別にみると、黒海沿岸（サムスン、ホパ等）には、主要公共港を中心に多数の特定港、

地方港が点在している。エーゲ海沿岸（イズミール、メルシン、イスケンデルン等）は、地中

海貿易ルートの一端を担い、コンテナの取り扱いが多い。マルマラ海沿岸（ハイデルパシャ、

デリンジェ、バンディルマ、テキルダ等）は、後背周辺地域一帯に集積する商工業地帯のゲー

トポートとしての役割を担っている。

３－５　船員教育・訓練ニーズ３－５　船員教育・訓練ニーズ３－５　船員教育・訓練ニーズ３－５　船員教育・訓練ニーズ３－５　船員教育・訓練ニーズ

　近年、大型海難事故が相次ぎ、その事故原因の大部分が人的なミスによるものであることか

ら、ＩＭＯは船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約（1978年ＳＴＣＷ条

約）を1995年に改正した。改正ＳＴＣＷ条約は、1997年２月に発効し、2002年からは改正条約に

適合した訓練による資格証明を各国が発給しなければならないこととなっている。
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　トルコにおいては船腹量の増大で（10年前に比して約40％の増加）船員需要も著しく増加して

いる一方で、トルコ籍船舶の海難発生率は、衝突、乗り上げ、火災の分野において高くなってい

る。現在、トルコ人船員数は約７万名（オフィサー１万2,500名、部員５万7,500名)であるが、

その82％を占める部員のほとんどが十分な海事教育を受けていないという状況である。このよう

なことから、黒海沿岸諸国地域の流通、貿易の要所となっている同国にとって船舶安全航行実現

のための改正ＳＴＣＷ条約に適合した的確な能力と技術を有する船舶職員を養成することは緊急

の課題となっている。

　トルコにおける船員新規養成機関は、オフィサークラスの養成機関（ＩＴＵＭＦ１校のみ)、

その他部員クラスの養成機関（短大、高専、高校）があり、現職船員の再訓練を実施している機

関としてはＭＳＴＣがある。

　唯一のオフィサー養成機関であるＩＴＵＭＦにおいては、改正ＳＴＣＷ条約に基づいたカリ

キュラムを実施しているものの、機材等の老朽化・未整備や教官の資質の面で期待される十分な

機能を果たしていない状況であり、唯一の既存船員再訓練機関であるＭＳＴＣにおいても改正

ＳＴＣＷ条約に定められた訓練コースが２つ開設されているのみで、まだ整備されていない状況

である。

　このようなことから、オフィサー新規訓練・既存船員再訓練の両方において、技術協力に対す

るニーズは極めて高いといえる。

　また、トルコは、地中海、エーゲ海及び黒海に面し、かつ黒海と地中海を結ぶボスポラス海峡

及びダーダネルス海峡を有しており、黒海沿岸諸国地域の流通、貿易の要所となっている。特に

ボスポラス海峡は、最小可航幅が300メートルしかない世界有数の船舶交通の難所であり、トル

コをはじめとする黒海沿岸諸国の石油産品等の貿易量増大に伴い船舶数も増加し、同海峡の通行

量は10年間で倍増している。このような背景から安全航行にはかなりの関心をもっており、自国

船員だけでなく近隣諸国の船員の質の向上にも注目している。ＭＳＴＣでもブルガリア、ルーマ

ニア、クロアチア、ユーゴスラヴィア等、黒海沿岸諸国等からの研修員を受け入れており、同国

の船員教育レベルの改善によって、同地域への波及効果を期待できるという視点からも、協力

ニーズの高さを考察できる。
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４４４４．．．．要要要要請請請請内内内内容容容容４４４４．．．．要要要要請請請請内内内内容容容容

４４４４－－－－１１１１　　　　概概概概要要要要４４４４－－－－１１１１　　　　概概概概要要要要

((１１)) プロジェクト名称プロジェクト名称

　　英文：英文：The Improvement and the Promotion of the International MerchantThe Improvement and the Promotion of the International Merchant

Maritime Training in TurkeyMaritime Training in Turkey

　和文：トルコ海事教育改善・振興プロジェクト　和文：トルコ海事教育改善・振興プロジェクト

((２２)) 技術協力目標技術協力目標

　　各種シミュレータの整備及びその設置、操作、保守・管理に係る技術移転を実施し、各種シミュレータの整備及びその設置、操作、保守・管理に係る技術移転を実施し、

総合訓練センターを設立する。総合訓練センターを設立する。

((３３)) 協力期間協力期間

　　19981998年１月から５年間（トルコ側はフェーズⅡ（年１月から５年間（トルコ側はフェーズⅡ（20032003～～20082008年）にも言及）年）にも言及）

４４４４－－－－２２２２　　　　技技技技術術術術協協協協力力力力内内内内容容容容４４４４－－－－２２２２　　　　技技技技術術術術協協協協力力力力内内内内容容容容

((１１)) 日本人専門家の派遣日本人専門家の派遣

  １１))長期専門家長期専門家

　少なくとも５名の長期専門家の派遣が望まれる。各専門家の担当分野は次のとおり。　少なくとも５名の長期専門家の派遣が望まれる。各専門家の担当分野は次のとおり。

①航海（①航海（DeckDeck））

②機関（②機関（EngineEngine））

③無線操作（③無線操作（Radio OperationsRadio Operations））

④コンピューターエンジニア（④コンピューターエンジニア（Computer EngineerComputer Engineer））

⑤電子工学技術者（⑤電子工学技術者（Electronics TechnicianElectronics Technician））

２２)) 短期専門家短期専門家

　長期専門家の要請に基づき３～４名の派遣が望まれる。専門家に期待する業務は以　長期専門家の要請に基づき３～４名の派遣が望まれる。専門家に期待する業務は以

下のとおり。下のとおり。

・プロジェクトの運営・プロジェクトの運営

・Ｃ／Ｐ、その他スタッフの訓練・Ｃ／Ｐ、その他スタッフの訓練

・・Factory Acceptance TestsFactory Acceptance Tests

・据え付け・据え付け

・・Site Acceptance TestsSite Acceptance Tests

・操作の安全管理・操作の安全管理



－16－

・保守

・Optimised System Utilisation

・Positive Recruitment and Personnel Motivation

・Direct Access to Supplier's Design Review Board

・Regular System Upgrades

(２) 研修員の受入れ

　年間３名×５年間で計15名のＣ／Ｐが、日本において、プロジェクトと類似のシミュ

レータに関する研修を受ける。

(３) 機材供与

　次のシミュレータがプロジェクト目標を達成するために必要である。機材名及び仕様

については表１のとおりである。
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５．相手国のプロジェクト実施体制５．相手国のプロジェクト実施体制５．相手国のプロジェクト実施体制５．相手国のプロジェクト実施体制５．相手国のプロジェクト実施体制

５－１　実施機関の組織及び事業概要５－１　実施機関の組織及び事業概要５－１　実施機関の組織及び事業概要５－１　実施機関の組織及び事業概要５－１　実施機関の組織及び事業概要

　ＩＴＵＭＦはイスタンブール工科大学（ＩＴＵ）の１学部で、イスタンブール郊外ツヅラ地

区、約６万7,000平方メートルの敷地に開設されている。1884年にMerchant Captain Boarding

Schoolとしてスタートし、1981年に現在のツヅラ（Tuzla）地区に移転し、Merchant Marine

Academyとなった。1981年にＩＴＵの分校としての法制化が進められ、1992年７月３日に正式に

ＩＴＵＭＦとなった。また、ＵＭＡからの委託を受け、1995年に実務者を対象にした再訓練を行

うＭＳＴＣと船員資格に係る試験の実施、資格の付与を行うＳＥＣが併設された（ＩＴＵＭＦの

組織は図２参照)。

　ＩＴＵＭＦは高等学校卒業の男子を対象とした４年制の船舶職員養成機関で、航海学科、機関

学科、海運管理工学科及び基礎科学科の４学科がある。教官は80名で、学生の入学定員は航海学

科100名、機関学科50名である。トルコ全国で一斉に実施される大学共通試験の結果上位の生徒

が入学している。全寮制で、学費、寮費、食費、制服代等すべてを大学が負担し、わずかではあ

るが手当も支給されている。卒業生は学士号を取得するとともに航海学科はO c e a n g o i n g

Watchkeeping Officer（Ｗ／Ｏ)、機関学科はUnlimited Engineer Officer (Ｅ／Ｏ）の外航

初級免状の海技免状を取得し、遠洋区域を航海区域とする船舶に３等航海士・機関士として乗船

できることになる。カリキュラムは、ＩＭＯのモデルコース7.01～7.04（航海学科は7.01及び

7.03、機関学科は7.02及び7.04）を上回ったコースとなっており、1995年ＳＴＣＷ条約に対応

した内容に改訂されている。1941年以後の卒業生は総計3,475名で、船舶職員として乗船、所要

の海上履歴を得て船長や機関長となり、以後、海上経験を生かして陸上の海運関連会社の要職に

就いている。

　ＭＳＴＣは、トルコ唯一の安全訓練センターで、首相府海事局の管轄の下、改正ＳＴＣＷ条約

に対応した訓練コース（Survival at Sea & Personal Safety, Marine Fire Fighting,

Operation of Marine Survival Craft, First Aid等のコース）を既存船員を対象に実施し、

資格証明を行っている。民間や国営の大手船会社は、所属船員を訓練コースに計画的に派遣して

おり、1996年の受講生は約9,000名であった（うち約150名は、ブルガリア、ルーマニア、クロア

チアそしてユーゴスラヴィアの船員)。
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学年で2.5か月の初期導入に始まり、２学年の2.5か月、３学年の７か月実習で修了する。

訓練概要はＩＴＵＭＦの作成した（実質はＩＭＯ及び国際海運連盟（ＩＳＦ）より示さ

れているモデルコースを引用している）訓練記録簿に記載されている。

　改正ＳＴＣＷ条約は、必要とされる能力基準個々について、能力評価の基準、能力の

証明方法について定めている。これによりＩＭＯ及びＩＳＦで定めるＴＲＢの内容もそ

れぞれの訓練項目についてSupervising officerを設ける等一部改訂された。一方、

ＩＴＵＭＦのＴＲＢはモデルコースを引用してはいるものの、訓練項目を列挙している

だけであり、能力の証明についていかなる手段を用いているのか（各訓練項目の評価方

法）は不明である。

　乗船実習の受入先はトルコ商船隊であり、受入人数は船社、船種によって種々である。

ＩＴＵＭＦの学生は特に英語能力について優秀であり、乗船実習中にDeck Workの英語を

必要とする部分において船舶職員から頼られることが多いという。

　ヨーロッパにおいては乗船実習は社船において行っているが、この場合、訓練担当の

専属教官（職員）を配置し訓練を行っている。トルコでの実施体制は不明であるが、「現

職職員から作業上頼られることがある」ということから判断すると、社船においては船

体作業に片寄りがちになると考えられる。したがって、ＴＲＢに記載する訓練項目をす

べて実施する状況にあるか疑問であり、今後確認が必要である。

５－２－２　ＭＳＴＣ

(１) 訓練コース

　ＭＳＴＣのパンフレットによれば現在開設されているコースは総数24コースとなって

いる。ただし、これまで実施されたのは14コースで（表６参照)、１コースが15日前後の

日程で行われ、年間平均25～26コース（重複あり）が実施されている。解説書の24コー

スについては疑問もあり、例えば Chemical Tanker Operation等は実物に代わる機材

（シミュレータ等）が整備されていない状況で、どのように訓練を実施するのか不明で

ある。

　実施に際しては、ＭＳＴＣの開設案内に従って参加応募があり、適当な人数（コース

によって異なるが10～20名）が集まると実施される。履修者はＭＳＴＣの訓練を受講し

た証明書を持って各々のライセンス担当局に申請することで自動的に必要な証明書が発

行される。ただし、海上遭難安全システム（ＧＭＤＳＳ）取扱証明書については、郵政

省の行う試験（筆記、口述）に合格しなければ得られない。

　なお、各コースのこれまでの実施状況は表７のとおり。
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(４) その他の施設

１) 機械工作場

２) 図書館

３) 印刷室（資料制作室）

４) 木工場

５) 金属加工及び溶接作業場

６) 体育館

７) グラウンド設備

　図書館には5,000冊弱の書籍が収められているというが、海事関係書籍に限ればどれほ

どのものか、種類また刊行年月等(新旧)について調査が必要である。

５－５　Ｃ／Ｐの配置計画５－５　Ｃ／Ｐの配置計画５－５　Ｃ／Ｐの配置計画５－５　Ｃ／Ｐの配置計画５－５　Ｃ／Ｐの配置計画

　各科には約80名の教官が在籍しており、専門家１名につき少なくとも１名のＣ／Ｐが配置でき

るということである。科目あるいは訓練内容によって担当の教授、助教授あるいは講師クラスが

対応することとなると思われる。また、学部リサーチ、訓練センター充実のためのＣ／Ｐとして

は学部長が妥当であろう。

　供与機材が繰船あるいは機関室の大型シミュレータの場合は、複数の教官に技術供与ができる

ようにする必要がある。シミュレータコースの訓練期間は１週間あるいはそれ以上になると想定

され、教官１名では訓練を担当できない。供与機材がエンジンルームシミュレータの場合、Ｃ／Ｐ

は船舶職員（機関士）としての乗船経験があることが望ましい。

　Ｃ／Ｐは英語に堪能であることが必要（他方、専門家も英語が堪能であることが必要)。
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７．第三国（国際機関を含む）の協力概要７．第三国（国際機関を含む）の協力概要７．第三国（国際機関を含む）の協力概要７．第三国（国際機関を含む）の協力概要７．第三国（国際機関を含む）の協力概要

７－１　他の援助機関の動向７－１　他の援助機関の動向７－１　他の援助機関の動向７－１　他の援助機関の動向７－１　他の援助機関の動向

(１) 主要先進国の援助

１) 米国：基本的にはEconomic Support Fund（ＥＳＦ）と少額の麻薬対策援助に限ら

れる。これは米国がトルコを技術基盤及び開発運営能力が十分に発達した開発援助卒業

国と見ていることによる。ＥＳＦは米国の政策によって大きく変化するため、米国の対

トルコ援助額は状況により大きく変化する。

２) ドイツ：贈与分が１億米ドル超であるものの有償資金協力による返却分の受取りが

多いため総額として援助額は減少しており、1992年と1993年は5,000万～6,000万米ド

ルで推移した。

３) フランス：毎年5,000万米ドル程度で推移しており、多くは有償資金協力である。

４) 英国：1,000万米ドル前後であり贈与が大部分を占める。

５) 日本：1993年における日本の援助額は1,270万米ドルであった。対トルコ援助におけ

る二国間援助は多国間に比べて比重は低い。

(２) 国際機関等

１) ＵＮＤＰ

　ＵＮＤＰはトルコに対し次の分野での支援を重視している。

①国家的視点からグローバルアジェンダの実現を支援する。

②国際開発協力及び開発途上国相互間の技術協力を支援する。

③国家の人間開発目標の実現を支援する。

　ＵＮＤＰは1995年にUN Integrating Social Development Committeeを組織して

国連諸機関との援助協力を推進するとともに、政府、ＮＧＯを含めて技術面・財政面

から新たな協力方法を模索している。ＵＮＤＰは東部及び南東部アナトリアの貧困軽

減を重視しており、今後はすべてのプログラムをこの地域に集中する意向。

２) 世界銀行

　世界銀行の対トルコ援助の基本方針は次の３点である。

①マクロ経済の安定化

②人的資源開発の支援（基礎教育を重視）

③都市インフラの整備

　案件の形成にあたっては、①政権にかかわりなく継続して実施される可能性の高い

プロジェクトを選定し、②民間資本の導入によって実施される可能性の高いプロジェ
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クトを重視する。世界銀行は民間資本の導入を促進するため各種保証ファシリティの

整備を支援している。世界銀行による融資プロジェクトは現在24の案件があり、融資

総額は32億7,400万米ドル、インフラストラクチャー部門への融資が全体の54％を占め

る。

３) European Union（ＥＵ）

　トルコはＯＥＣＤ／ＮＡＴＯ加盟国であり、ＥＵへの統合を強く求めて国内のあら

ゆるシステムを欧州システムに適合させるべく諸制度を改革している。1996年１月に

おける関税同盟（Customs Union）への加盟を契機に、①国家による独占事業の解消、

②農業補助の削減、をめざす。ＥＵはトルコに対し1996年から５年間にわたり３億

7,500万ＥＣＵの資金援助を行い、また、環境・エネルギー・交通・通信などのインフ

ラストラクチャー整備のためにヨーロッパ投資銀行による３億～４億ＥＣＵの資金援

助を予定している。ＩＭＦにより承認された中期的なマクロ経済の安定化施策に対し

ては必要に応じて追加的な資金提供を行う。

７－２　ＩＴＵＭＦに対する援助７－２　ＩＴＵＭＦに対する援助７－２　ＩＴＵＭＦに対する援助７－２　ＩＴＵＭＦに対する援助７－２　ＩＴＵＭＦに対する援助

　1993～1996年までの３年間、ＵＮＤＰ／ＩＭＯの援助により、トルコ海事安全訓練センタープ

ロジェクトが実施された。このプロジェクトは、専門家によりＳＴＣＷ条約78／95に基づくカリ

キュラム改善のための指導を行い教育体系の改善を図るとともに、各種訓練・教育施設の整備を

行うものであった。結果として、トルコにおける成功プロジェクトの１つとして評価されてい

る。現在ＵＮＤＰの援助は社会開発分野（環境、貧困対策等）に移行しており、今後新たに海事

セクターへの援助は予定されていない。しかしながら、ＩＴＵＭＦが地域を対象とした教育・訓

練機関としての機能を発揮する方向性があれば、資金以外の部分では支援できるかもしれないと

いうことが示唆されている。
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８．ＰＣＭワークショップ８．ＰＣＭワークショップ

８－１　概要８－１　概要

　３日間にわたってプロジェクト・サイクル・マネージメント（ＰＣＭ）手法に基づくワーク　３日間にわたってプロジェクト・サイクル・マネージメント（ＰＣＭ）手法に基づくワーク

ショップを開催し、トルコ海事セクターの抱える問題を明らかにし、問題解決のための方法を検ショップを開催し、トルコ海事セクターの抱える問題を明らかにし、問題解決のための方法を検

討した。結論としては、同セクターにおける最重要問題は海上事故のほとんどが人災に起因する討した。結論としては、同セクターにおける最重要問題は海上事故のほとんどが人災に起因する

ということであり、その主な原因は、①求められる安全業務遂行の知識・技術が不足している船ということであり、その主な原因は、①求められる安全業務遂行の知識・技術が不足している船

員の存在、②通信ミス、③船員のアルコール・ドラッグに対する危険性の認識不足、員の存在、②通信ミス、③船員のアルコール・ドラッグに対する危険性の認識不足、  ④船員の④船員の

労働条件が悪いこと、があげられる。そしてこの問題解決のために以下の７つのプロジェクト候労働条件が悪いこと、があげられる。そしてこの問題解決のために以下の７つのプロジェクト候

補があげられた（ＩＴＵＭＦが実施するという立場から検討された優先順補があげられた（ＩＴＵＭＦが実施するという立場から検討された優先順))。。

①船員への理論的・実践的トレーニングアプローチ　①船員への理論的・実践的トレーニングアプローチ　

②船員教育者の育成アプローチ②船員教育者の育成アプローチ

③通信改善アプローチ　③通信改善アプローチ　

④カリキュラム改善アプローチ　④カリキュラム改善アプローチ　

⑤研究活動アプローチ　⑤研究活動アプローチ　

⑥特別社会教育アプローチ　⑥特別社会教育アプローチ　

⑦労働条件改善アプローチ⑦労働条件改善アプローチ

　次回調査においては、再度ワークショップを開催し、上記アプローチのなかからプロジェクト　次回調査においては、再度ワークショップを開催し、上記アプローチのなかからプロジェクト

を選択し、プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）を作成、最終的には詳細なプロを選択し、プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）を作成、最終的には詳細なプロ

ジェクトの活動計画を立案することが望まれる。ジェクトの活動計画を立案することが望まれる。

　今回のワークショップは参加者の立場に偏りはあったが、真剣な議論を通じて当該セクターに　今回のワークショップは参加者の立場に偏りはあったが、真剣な議論を通じて当該セクターに

おける問題の全体像を把握し、問題解決のプロセスについて合意することができた。おける問題の全体像を把握し、問題解決のプロセスについて合意することができた。

８－２　ワークショップの目的８－２　ワークショップの目的

　調査団派遣以前の段階でトルコ側から出されていた要請書だけでは海運の状況など不明な点が　調査団派遣以前の段階でトルコ側から出されていた要請書だけでは海運の状況など不明な点が

多く、Ｃ／Ｐ機関に派遣されていた個別専門家からプロジェクト方式技術協力実施体制について多く、Ｃ／Ｐ機関に派遣されていた個別専門家からプロジェクト方式技術協力実施体制について

も問題点が指摘されていたため、本調査団は事前調査でありながらも、基礎調査を重点とした内も問題点が指摘されていたため、本調査団は事前調査でありながらも、基礎調査を重点とした内

容となった。容となった。このため、ＰＣＭワークショップこのため、ＰＣＭワークショップ開催によるプロジェクトの立案についても、ＰＤＭ開催によるプロジェクトの立案についても、ＰＤＭ

作成や詳細活動計画に至る一連の立案プロセスまでは協議せず、当該セクターにおける問題の所作成や詳細活動計画に至る一連の立案プロセスまでは協議せず、当該セクターにおける問題の所

存とその諸原因の分析、問題解決のための手段を日本側・トルコ側双方参加の下で明らかにする存とその諸原因の分析、問題解決のための手段を日本側・トルコ側双方参加の下で明らかにする

ことを目的とした。そしてワークショップの結果を踏まえて協力範囲、方法、形態の概要を検討ことを目的とした。そしてワークショップの結果を踏まえて協力範囲、方法、形態の概要を検討

することとした。することとした。
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８－３　ワークショップ実施スケジュールと参加者８－３　ワークショップ実施スケジュールと参加者８－３　ワークショップ実施スケジュールと参加者８－３　ワークショップ実施スケジュールと参加者８－３　ワークショップ実施スケジュールと参加者

　調査期間中３日間をワークショップにあてた。実施スケジュールと内容は以下のとおり。

(１) 実施スケジュール

・４月15日 午前　ＰＣＭ手法についてのプレゼンテーション

午後　参加者分析、問題分析

・４月16日 午前　問題分析

午後　目的分析、アプローチの特定と実施優先度の検討

・４月17日 午前　目的分析、アプローチの特定と実施優先度の検討

(２) 参加者

１) モデレータ：井田　光泰

２) トルコ側参加者：

・ＩＴＵＭＦ

Dr.Osman Kamil SAG 学部長

Dr.Sureyya ONEY 副学部長

Dr.Ahmet BAYULKEN 副学部長

Dr.Sezer ILGIN 海事法・貿易・経済科主任

Dr.Demir SINDEL 航海科準教授

Captain.Teoman AKIN 操船科主任

Captain.Nusret BELIRDI ARPA/Radar Lab主任

Captain.Ozkan POYRAZ GMDSS Lab主任

Chief Engineer Cengiz DENIZ 機関科研究助手

Captain.B Sitki USTAOGLU 航海科研究助手

山本　恒 客員教授

・ＵＭＡ

Mr.Nuzhet BILGIN ＵＭＡイスタンブール地区指揮所検査官

３) 日本側参加者

・調査団

高井　正夫 ＪＩＣＡ社会開発協力部社会開発協力

第二課長

尾関　紀彦 運輸省海技大学校機関課教授

渡邊　兼人 運輸省航海訓練所研究調査部研究第一課助教授

古田　真敏 運輸省運輸政策局国際業務第二課
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中島　啓祐 ＪＩＣＡ社会開発協力部社会開発協力

第二課職員

・ＪＩＣＡトルコ事務所

Ms.Akgun OZCAN Japan International Cooperation Agency Turkey

Office

８－４　ワークショップの結果８－４　ワークショップの結果８－４　ワークショップの結果８－４　ワークショップの結果８－４　ワークショップの結果

　３日間にわたって日本側・トルコ側双方の参加の下でＰＣＭワークショップを開催し、トルコ

海事セクター（特にイスタンブール海域）の抱える問題を分析し、その問題解決のための方法と

プロセスを検討した。

(１) 参加者分析

　ワークショップでの参加者分析、国際機関・政府機関、海運会社へのインタビューを

行い、トルコ海事分野における主要なグループ・組織を明らかにした（参加者分析にお

けるグループ・組織の概要については表14を参照)。

１) プロジェクトの実施により想定される直接・間接の受益者

・ＩＴＵ学部生

・ＩＴＵ大学院生

・船員養成短期大学生

・トルコ船員

・黒海周辺国の船員

・トルコの海運会社

　このうち最も大きな問題を抱えているグループがトルコ船員であり、直接のターゲッ

トグループと想定された。また、安全教育など特定分野ではＩＴＵの学部や大学院も

直接のターゲットグループとなることが予想される。他のグループ・団体は、プロジェ

クトを実施することによる間接的な裨益者と想定される。

２) 想定されるプロジェクトの協力者

・ＩＴＵＭＦ同窓会

・トルコの海運会社

・ＩＭＯ／ＵＮＤＰ

・Chamber of Shipping

・Turkish Maritime Law Association

・Turkish Maritime Education Foundation

・International Trade Union
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・総理府管轄の特別海事プロジェクト事務所

　本プロジェクトについては比較的多くの協力者が見込まれ、協力の内容も直接的な

ものが多い。資金面では、海運会社、同窓会、海運集会所が資金援助の実績をもつ。

また、ＩＴＵＭＦは、1993～1996年のＩＭＯ／ＵＮＤＰプロジェクト実施のための施

設建設にあたって、当初のＵＮＤＰの拠出金を元に、各方面に施設建設の意義を訴え

るとともに資金的支援を仰ぎ、最終的に拠出金の数倍の資金を調達した実績がある。

　技術面では、ＩＭＯ／ＵＮＤＰプロジェクト実施期間中ＩＭＯ専門家が常駐し、現

在もアドバイスを受けるなどの良好な関係を維持している。ＵＮＤＰからは、ＩＴＵＭＦ

への技術移転の技術面での支援の可能性も示唆された。また、技術普及面では、イン

タビューした海運会社はいずれも船員の再教育の必要性を訴えており、ＭＳＴＣの訓

練内容が更に充実されれば、より積極的にＭＳＴＣに船員を送り訓練することが可能

である。

　2000年達成をめざして総理府管轄の特別海事プロジェクトが実施中で、ボスポラス

海峡の通信網の整備が期待されている。本プロジェクトの上位目標達成上重要なプロ

ジェクトである。

３) 潜在的反対者

・古い船のオーナー

　ワークショップにおいて上記カードが出されたが、実際にどの程度、どのような形

で反対が予想されるのか不明である。現時点では本分野の活動についての潜在的反対

者は特定されていない。

４) プロジェクトの実施機関・意思決定機関

・ＩＴＵＭＦ

・Higher Education Council

・Undersecretariate of Maritime Affairs

・STCW Convention and IMO

・ＪＩＣＡ

　実施機関はＩＴＵＭＦで、同学部内にＭＳＴＣとＳＥＣがあり、教授スタッフもほ

とんどがセンターと学部講師を兼務している。

　決定機関としては、ＩＴＵＭＦへの予算配分については Higher Education Coun-

cilの権限で決定されるが、それ以外のプロジェクト内容については Undersecretariate

of Maritime Affairsが管轄機関となる。プロジェクトの活動内容は一部ＳＴＣＷ会

議の決定を受けて変更、修正される可能性があり、モニタリングが必要となる。
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クト立案におけるＰＣＭの有効性について質問した。手法の理解については、ほぼ全員が理解でクト立案におけるＰＣＭの有効性について質問した。手法の理解については、ほぼ全員が理解で

きたと回答しており、きたと回答しており、全員が問題解決全員が問題解決のための手法としてＰＣＭを積極的に評価した。また、のための手法としてＰＣＭを積極的に評価した。また、

ＰＣＭのプロジェクト立案への利用についても全員が好意的に評価している。特に参加者全員でＰＣＭのプロジェクト立案への利用についても全員が好意的に評価している。特に参加者全員で

合意形成が図れるという本手法のメリットについての評価が多かった。合意形成が図れるという本手法のメリットについての評価が多かった。

　一方、改善すべき点として以下が指摘されている。　一方、改善すべき点として以下が指摘されている。

　　①参加者の理解度の違いによって手法の有効性が左右される。　　①参加者の理解度の違いによって手法の有効性が左右される。

　　②セクター全体という議論の枠が大きすぎ、詳細を分析するための時間が不足した。　　②セクター全体という議論の枠が大きすぎ、詳細を分析するための時間が不足した。

　　③今回参加者が実施機関からのみの参加で、議論が広がっていかない。　　③今回参加者が実施機関からのみの参加で、議論が広がっていかない。

　今後の対策として、①については、事前にテキストやプレゼンテーションの内容を送付するべ　今後の対策として、①については、事前にテキストやプレゼンテーションの内容を送付するべ

きであったと思われる。また、ワークショップにおけるモデレータの説明用には（参加者がよりきであったと思われる。また、ワークショップにおけるモデレータの説明用には（参加者がより

興味をもって参加できるように）該当セクターを例に用いるべきであったと思われる。②につい興味をもって参加できるように）該当セクターを例に用いるべきであったと思われる。②につい

ては、系図で全体像は把握できたが、２、３段目の枝の広がりについては時間が十分とれなかっては、系図で全体像は把握できたが、２、３段目の枝の広がりについては時間が十分とれなかっ

た。問題系図、目的系図については今後とも詳細内容を改善していく必要があると思われる。③た。問題系図、目的系図については今後とも詳細内容を改善していく必要があると思われる。③

については、様々な視点からの意見を取り入れて議論を深めていくために、船員（労働組合なについては、様々な視点からの意見を取り入れて議論を深めていくために、船員（労働組合な

どど))、船主（海運会社、船主（海運会社))、他の援助機関など多様な立場からの参加が望まれる。今回は、ワーク、他の援助機関など多様な立場からの参加が望まれる。今回は、ワーク

ショップの前後に海運会社や他の援助機関へインタビューを行ったが、ワークショップへ彼らのショップの前後に海運会社や他の援助機関へインタビューを行ったが、ワークショップへ彼らの

意見を反映させるという点では不十分であった。意見を反映させるという点では不十分であった。

８－６　今後の提案・教訓８－６　今後の提案・教訓

((１１)) セクターの問題を把握し、問題の重要性を分析するためには広くセクターの構成員をセクターの問題を把握し、問題の重要性を分析するためには広くセクターの構成員を

ワークショップに参加させることがプロジェクトの内容をよくするうえで重要である。ワークショップに参加させることがプロジェクトの内容をよくするうえで重要である。

特に受益者代表の参加は不可欠である。特に受益者代表の参加は不可欠である。

((２２)) ワークショップの内容を深めていくために参加者が一定の手法理解レベルにある必要ワークショップの内容を深めていくために参加者が一定の手法理解レベルにある必要

があり、事前に相手側に手法の説明テキスト（できれば現地の言語で作成）を配布するがあり、事前に相手側に手法の説明テキスト（できれば現地の言語で作成）を配布する

ことが望ましい。ことが望ましい。





－43－

９．相手国との協議結果９．相手国との協議結果９．相手国との協議結果９．相手国との協議結果９．相手国との協議結果

９－１　ＵＭＡ（面談者：９－１　ＵＭＡ（面談者：９－１　ＵＭＡ（面談者：９－１　ＵＭＡ（面談者：９－１　ＵＭＡ（面談者：HATIPHATIPHATIPHATIPHATIP海軍局長）海軍局長）海軍局長）海軍局長）海軍局長）

　ＵＭＡは海運部門の独立機関で、当国の海運部門の重要性にかんがみ、近く海運省として首相

府から離れ昇格する計画もあり、陸運を管轄する運輸省（港湾も担当）と並び注目される機関で

ある。同局長は「ＩＴＵＭＦはＵＭＡの委託等により一般船員の安全訓練を実施しているのみで

なく、海員資格の試験・認定を行う国の唯一の機関であり、日本政府が本協力を実現することは

喜ばしい」と述べた。本庁はプロジェクト方式技術協力実施上の上級官庁ともいえることから、

今後の支援を求めるとともに今回のＩＴＵＭＦとのミニッツについてのウイットネスサインを要

請した。同局長は本要請を受け、４月21日のイスタンブール、ツヅラでの署名に参加することに

なった。

９－２　ＳＰＯ（面談者：９－２　ＳＰＯ（面談者：９－２　ＳＰＯ（面談者：９－２　ＳＰＯ（面談者：９－２　ＳＰＯ（面談者：SURELSURELSURELSURELSUREL日本担当課長）日本担当課長）日本担当課長）日本担当課長）日本担当課長）

　本プロジェクトの政策的確認を求めたところ、海事関係訓練は海運振興が当国の重要開発目

標であることから、トッププライオリティーであると述べた。ただし、大学の上級組織は行政

上は大学審議会であり、予算などもこの審議会で決定されること（教育省は初・中等教育のみ

管轄)、しかし各大学の協力事業は通例大学から直接ＳＰＯに申請があり、今回の要請もこの

ケースで特に審議会で議論されているものではないとのことであった。のちにＩＴＵＭＦにお

いて確認したところ、大学は教育、事業について独立性が強く、ＩＴＵＭＦにおける各種協力

事業（例：ＵＮＤＰとのプロジェクト）も大学とＳＰＯで協議・実施してきたとのことであっ

た。調査団は今回、時間的に大学審議会に面会することが困難であることから、ＩＴＵＭＦから

ミニッツを審議会に説明するとともに、ＪＩＣＡ事務所も同審議会関係者にしかるべく説明する

よう依頼することとした。

９－３　その他９－３　その他９－３　その他９－３　その他９－３　その他

　今回の協議の直接の関係者ではないが、ＩＴＵＭＦ学部長のアレンジでERKAYA首相補佐官兼

ＩＭＯ代表部トルコ大使（元海軍総司令官で海事関係では閣僚以上の権限を有する）と協議し

た。代表部事務所はイスタンブールにあり、外務省の分室としても機能している。ここではボス

ポラス海峡をめぐる政策的な「特別プロジェクト」を担当しており、このプロジェクトのなかに

は安全航行システムのためのステーションづくりが含まれていて（ＩＴＵＭＦからも参加)、日

本の協力が始まれば、本分野における日本の高度な海峡航行システムについてもぜひ参考にさせ

てもらいたいと、首相府としての期待を表明した。
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1010101010．プロジェクトの基本計画．プロジェクトの基本計画．プロジェクトの基本計画．プロジェクトの基本計画．プロジェクトの基本計画

　本調査は事前調査ではあるが、要請内容が不明であり、かつ情報がほとんどなかったことによ

り、まず先方の意欲とニーズの確認を優先させたため、収集した資料を十分に検討したうえで、

先方の要請した協力分野を論証し、プロジェクトの基本計画を策定する余裕がなかった。現時点

で想定し得る協力の内容としては以下のようなものがあげられるが、プロジェクトの基本計画に

ついては、再度調査団を派遣し、改めてトルコ側と検討する必要がある。

(１) ＩＴＵＭＦに対する協力

　ＩＴＵＭＦカリキュラムはＩＭＯモデルコース7.03に従って組み立てられていること

から、その内容については問題ないと思われる。

　ただし、トルコ側が希望している操船シミュレータが導入された場合、条約に定める

能力基準を網羅する訓練シナリオの作成についての助言を与えることは可能である。ま

た、条約上既に強制化されたレーダ・ＡＲＰＡシミュレータ訓練が実施されているが、

同訓練シナリオについても同様である。ただし、このシナリオについては、学部学生（初

級レベル）が対象であることを考慮する必要がある。

＜次回調査実施時の留意点＞

・供与機材は、ニーズ、訓練内容、使用状況、整備状況を熟慮のうえ、選考されるのが

妥当。

・ＩＴＵＭＦのリサーチについて、研究部門等の拡充は当プロジェクト方式技術協力の

目的から船員教育の分野と研究機関の分野とを明確に分離し、協力内容を策定するこ

とが望ましい。

・ＶＴＳシミュレータを用いてのボスポラス海峡の航行管制に関する分野は、船員教育

とは異なると考える。

(２) ＭＳＴＣに対する協力

　ＭＳＴＣの位置づけは、条約改正により強制化された安全訓練の再教育を行う場と想

定できる。現在14コースが開設され、更に増設計画もあることから、増設コースの訓練

内容について助言を与えることは可能である。

＜次回調査実施時の留意点＞

・機材供与は、ニーズ、訓練の内容、使用状況、整備状況を熟慮のうえ、選考されるの

が妥当。
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(３) 乗船訓練に対する協力

　社船に乗船して行っている乗船訓練の記録として ＩＴＵＭＦで作成した訓練記録簿が

あるが、この内容は ＩＭＯモデルコースを引用したものである。訓練記録簿は訓練生の

能力を証明するものであることから、項目のみの引用ではなく、能力基準を含め評価を

しなければならない。この訓練項目の構成と評価基準、方法等について助言を与えるこ

とは可能である。

＜次回調査実施時の留意点＞

・老朽化（船齢43）した練習船を所有しているが、当該練習船を使用した訓練を実施す

るため教官の増員を希望しているということである。しかし、あまりもの老朽船であ

ることから、今後のメンテナンス、運航経費を十分に考慮する必要がある。

・現在のＩＴＵＭＦの学生数と訓練内容、訓練実数等を想定すると、これほどの大型船

は必要なく、今後のランニングコストを考慮すれば例えば500トンクラスの練習船に

置き換えることも可能かと推察できる。

・練習船を用いた訓練を行うこととなれば訓練内容の策定について助言できよう。
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1111111111．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項．協力実施にあたっての留意事項

(１) 協力内容の機材供与と技術移転を考慮した場合、次回の調査において協力実施内容を

十分検討し絞り込みを行ったうえ、供与機材を決定する（仕様概要を含む)。

(２) 機材は初期の段階で投入するのが望ましく、それによって訓練シナリオの策定にも十

分検討を加えることができる。

(３) 機材を用いた訓練シナリオの策定は初期（開始後１年間）に少なくともドラフトを作

成し、これを用いて訓練を行った結果を、その後の改訂に反映させる。

(４) 隣国船員を対象とした第三国研修が視野にあるのであれば、その国々の船員教育事情

も調査の対象になると思われる。
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1212121212．提言．提言．提言．提言．提言

　協議は終始極めて熱心に行われ、トルコ側の意欲をうかがわせるものであったが、日本の技術

協力にどう期待するかの技術的分析は明確に説明し得なかった。これは極めて貧弱な設備と老朽

船であってもトルコ唯一の上級船員を養成できる大学として一応機能していることと、ＵＮＤＰ

の援助によって、まがりなりにも船員のＳＴＣＷスタンダード再訓練コースが２コース開始さ

れ、船会社から送り込まれる訓練生によって活況を呈していることにもよると思われる。しかし

ながら教官は、日進月歩の海運技術の発展と今後のＳＴＣＷ95スタンダードの進行計画のなかで

ＩＴＵＭＦの教育課程と新規開設予定の船員再訓練コースの運営に不安を抱いていることから、

これらに対する日本人専門家の助言・指導を求めており、加えて現在準備し始めている研究コー

ス（大学院）についても当面日本からの専門家派遣を強く希望していた。

　ＩＴＵＭＦは新興学部としてはSAG学部長の努力によって良く運営されており、国からの予算

に限界はあるものの、業界の支援と期待が強い。またトルコ政府が当学部も参加させたボスポラ

ス海峡を中心とする安全航行対策を重視しているところから、プロジェクト方式技術協力によっ

て支援することは妥当と考えられる。

　ただし、今次調査は事前調査ではあるが、要請内容が不明であり、かつ情報がほとんどなかっ

たことにより、まず先方の意欲とニーズの確認を優先させたため、収集した資料を十分に検討し

たうえで、先方の要請した協力分野を論証する余裕がなかった。このため、1998年中にも長期

調査を行い、①ＩＴＵＭＦのカリキュラム改善の計画、②今後予定されるＳＴＣＷスタンダー

ドに見合ったＭＳＴＣのコース開設計画、③必要な機材の確定と優先順位づけ及び先方の設置計

画について確定する必要がある。

　また、ＩＴＵＭＦの活動が当初からトルコの政策により、国内研修や第三国研修を視野に入れ

て実施されてきたことから、我が国の協力の方向もプロジェクト方式技術協力の前半に機材など

の日本側インプットを集中的に行い、後半にはＪＩＣＡの「第二国研修」「第三国研修」とを併

せて行うことを検討する方が効果的であると思料する。

　なお、トルコ側は、かつて個別専門家の対応に苦慮した経験から、長期専門家についてはキャ

プテンレベルではなく、日本の大学等において教師経験を有し、かつしばしば当学部で実施され

る周辺国セミナー等にも十分対応できる英語の能力を有することを求めてきた。学部長のこの要

請は極めて真摯なものであり、かつＣ／Ｐとして予定される教官の水準を考えると当然と判断さ

れることから、日本側として十分に尊重されるべきであると考える。
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付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

資料１　ミニッツ資料１　ミニッツ資料１　ミニッツ資料１　ミニッツ資料１　ミニッツ

資料２　対処方針と調査結果資料２　対処方針と調査結果資料２　対処方針と調査結果資料２　対処方針と調査結果資料２　対処方針と調査結果

資料３　ＩＴＵＭＦ準備資料資料３　ＩＴＵＭＦ準備資料資料３　ＩＴＵＭＦ準備資料資料３　ＩＴＵＭＦ準備資料資料３　ＩＴＵＭＦ準備資料

資料４　クエスチョネアー資料４　クエスチョネアー資料４　クエスチョネアー資料４　クエスチョネアー資料４　クエスチョネアー

資料５　クエスチョネアー回答資料５　クエスチョネアー回答資料５　クエスチョネアー回答資料５　クエスチョネアー回答資料５　クエスチョネアー回答

資料６　海事関係法令資料６　海事関係法令資料６　海事関係法令資料６　海事関係法令資料６　海事関係法令
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